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衆
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院
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加
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勝
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君
提
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一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
平
成
二
十
四
年
二
月

十
日
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
を
今

通
常
国
会
に
提
出
し
た
。
改
正
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
四
条
の
三
で
は
、
平
成
二
十
四
年
度

に
つ
い
て
、
国
庫
は
、
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
二
分
の
一
の
国
庫
負
担
割
合
に
基
づ
く
負
担
額
と
三
分

の
一
に
千
分
の
三
十
二
を
加
え
た
率
の
国
庫
負
担
割
合
に
基
づ
く
負
担
額
と
の
差
額
（
以
下
単
に
「
差
額
」
と
い
う
。
）
に

相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
額
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
六
年
改
正
法
附

則
第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
国
債
（
以
下
「
年
金
交
付
国
債
」
と
い
う
。
）
の
発
行
及
び
交
付
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。

ま
た
、
当
該
年
金
交
付
国
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
に
財
務
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と

一



の
間
で
合
意
し
た
「
平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
で
は
「
償
還
は
、
税
制
抜
本

改
革
の
実
施
後
に
お
い
て
、
毎
年
度
、
予
め
定
め
る
一
定
額
を
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

今
通
常
国
会
に
必
要
な
法
案
を
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
（
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
税
制
の
抜
本
的
な

改
革
を
い
う
。
）
に
よ
り
所
要
の
安
定
し
た
財
源
の
確
保
が
図
ら
れ
る
年
度
と
し
て
別
に
法
律
で
定
め
る
年
度
の
前
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
つ
い
て
、
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
国
庫
の
負
担
と
す
る
よ
う
、
必

要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

改
正
法
案
が
成
立
し
な
い
場
合
、
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
七
項
に
基
づ
き
、
国
庫
は
、
平
成
二
十
四
年
度

に
お
け
る
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
三
分
の
一
に
千
分
の
三
十
二
を
加
え
た
率
の
国
庫
負
担
割
合
に
基

づ
く
負
担
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

二


